
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

　

一

 
企

業

局

〇
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

五

 
病

院

局

〇
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

五

〇
病
院
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

六

 
議

会

〇
宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

九

 
教
育
委
員
会

〇
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

九

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

九

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
三

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

一
三

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
四

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則 

一
五

〇
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

一
五

 
監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
五

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
各
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ニ
及
び
各
次
長
の
専
決
事
項
の
項
ハ
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十

六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
各
課
長
の
専
決

事
項
の
項
第
一
号
チ
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
者
の
」
を
加
え
、「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、

「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ロ
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第

二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
各
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六　

所
長
の
職
に
あ
る
者
及
び
所
員
の
年
次
有
給
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
宮
城
県
人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）
の
届
出
の
受
理
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
特
別
休
暇
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、

第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）

の
承
認

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
七
号

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（1）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

　

第
五
条
中
「
第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
五
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
後
段
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
号外第38号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

育
児
休
業
承
認
請
求
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
知
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
 

の
規
定
に
基
づ
き
， 

を

請
求
し
ま
す
。

第
２
条
第
１
項

第
３
条
第
１
項

育
児
休
業
の
承
認

育
児
休
業
期
間
の
延
長

氏
名

請
求
に
係
る
子

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

続
柄

□
　
育
児
休
業
の
承
認
　
　
　
　
　
□
　
育
児
休
業
期
間
の
延
長
 

請
求
の
内
容

□
　
再
度
の
育
児
休
業
の
承
認
　
　
□
　
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長

　
　
　
（
再
度
の
育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入
）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求
期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

既
に
育
児
休
業

を
し
た
期
間

備
考

（
任
命
権
者
記
入
欄
）

□
 承
認
　
□
 不
承
認

と
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

�

班
員

班
長

課
長
補
佐

人
事
課
長

総
務
部
次
長

総
務
部
長

副
知
事

知
事

決
裁
欄

（
注
）
１
　
こ
の
請
求
書
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
生
年
月
日
及
び
請

求
者
と
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出

済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
等
）
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
，「
請
求
期
間
」
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と
し
，
｢請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記

入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
，
出
生
後
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

３
　
「
備
考
」
欄
に
は
，
請
求
に
係
る
子
以
外
に
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
場
合
（
当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の

日
か
ら
57日

間
に
，
職
員
（
当
該
期
間
内
に
労
働
基
準
法
（
昭
和
22年

法
律
第
49号

）
第
65条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
し
な
か
っ
た
職
員
を
除
く
。）
が
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
い

て
は
そ
の
氏
名
，
生
年
月
日
及
び
請
求
者
と
の
続
柄
，
請
求
に
係
る
子
が
養
子
の
場
合
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
効
力
が

生
じ
た
日
，
請
求
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
並
び

に
当
該
承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
配
偶
者
が
養
育
で
き
る
こ
と
と

　

様
式
第
二
号
中
「

職

」
を
「職

名

」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た

。　
　
　
　
　
　
　

な
っ
た

。

　
　
　
　
　

を
「
□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　

」

　

様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（3）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 
様
式
第
１
号
の
２
（
第
２
条
の
２
，
第
８
条
関
係
）育
児
休
業
等
計
画
書

 
提
出
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
知
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
 

の
規
定
に
基
づ
き
， 

の
承
認

を
請
求
す
る
予
定
で
す
の
で
，
育
児
休
業
等
の
計
画
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。

　
な
お
，
下
記
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
，
遅
滞
な
く
届
け
出
ま
す
。

第
３
条
第
４
号

第
11条
第
５
号

再
度
の
育
児
休
業

再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務

□
　
育
児
休
業
　
　
　
　
　
□
　
育
児
短
時
間
勤
務

請
求
の
別

請
求
に
係
る
子

 

 
年
　
　
月
　
　
日
生

生
年
月
日

子
の

氏
名

請
求
者
の
計
画

 

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求

期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

再
度
の
請
求
予
定
期
間

備
考

（
注
）
１
　
育
児
休
業
等
計
画
書
は
，
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
と
併
せ
て
（
変
更
の
届
出
の
場

合
は
，
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
後
遅
滞
な
く
）
提
出
す
る
こ
と
。

２
　
請
求
者
の
請
求
期
間
に
は
，
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
記
載
し
た
請
求
期
間
を
記

入
す
る
こ
と
。

３
　
子
の
出
生
前
に
提
出
す
る
場
合
は
，「
請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記
入
は
，
出
生
後
，
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

４
　
変
更
の
届
出
の
場
合
は
，
変
更
す
る
箇
所
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



号外第38号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
様
式
第
４
号
（
第
12条

関
係
）

部
分
休
業
承
認
請
求
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
知
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
19条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
部
分
休
業
の
承
認
を
請
求

し
ま
す
。

氏
名

請
求
に
係
る
子

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

続
柄

時
　
　
　
　
　
間

期
　
　
　
　
　
　
　
　
間

請
求
期
間

　及
び
時
間

午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

午
後
　
時
　
分
～
　
時
　
分

　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
□
毎
　
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
　
□
そ
の
他
（
 
）

午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

午
後
　
時
　
分
～
　
時
　
分

　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
□
毎
　
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
　
□
そ
の
他
（
 
）

備
考

（
任
命
権
者
記
入
欄
）

□
 承
認
　
□
 不
承
認

と
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

�
決
裁
欄

（
注
）
１
　
こ
の
請
求
書
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
生
年
月
日
及
び
請
求
者
と
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産

師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明

書
等
）
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
取
り
消
す
場
合
は
，
そ
の
旨
を
裏
面
に
記
入
す
る
こ
と
。

３
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

様
式
第
３
号
（
第
７
条
関
係
）

育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
知
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
13条

の
規
定
に
基
づ
き
， 

を
請
求
し

ま
す
。

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長

氏
名

請
求
に
係
る
子

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

続
柄

□
　
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
　
　
　
　
　
□
　
育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長
 

請
求
の
内
容
□
　
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
（
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
が
必
要
な
事
情
を
記
入
）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求
期
間

週
　
　
時
間
　
　
分
勤
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　□
 第
１
号
　
□
 第
２
号
　
□
 第
３
号

（
育
児
休
業
法
第
10条

第
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 の
勤
務
の
形
態
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　□
 第
４
号
　
□
 第
５
号
　

勤
務
の
形
態

月
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）　
　
火
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

水
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）　
　
木
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

金
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

勤
務
の
日

及
び

時
間

帯
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

既
に
育
児

短
時
間
勤
務

を
し
た
期
間

備
考

（
任
命
権
者
記
入
欄
）

□
 承
認
　
□
 不
承
認

と
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

�

班
員

班
長

課
長
補
佐

人
事
課
長

総
務
部
次
長

総
務
部
長

副
知
事

知
事

決
裁
欄

（
注
）
１
　
こ
の
請
求
書
（
育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
生
年
月
日

及
び
請
求
者
と
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出

生
届
出
済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
等
）
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
，「
請
求
期
間
」
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と
し
，
｢請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記

入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
，
出
生
後
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

３
　
「
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
」
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
日
に
勤
務
を
希
望
す
る
場
合
等
当
該
欄
に
よ
り
難
い
場
合
に

は
，「
備
考
」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
　
「
備
考
」
欄
に
は
，
請
求
に
係
る
子
以
外
に
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
氏
名
，
生
年
月

日
及
び
請
求
者
と
の
続
柄
，
請
求
に
係
る
子
が
養
子
の
場
合
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
，
請
求
に
係
る

子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
並
び
に
当
該
承
認
に

係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

伊　
　

藤　
　

直　
　

司　
　
　

　
　
　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
局
長
の
項
第
一
号
ソ
中
「
こ
れ
ら
の
職
に
あ
る
職
員
」
を
「
こ
れ
ら
の
者
」
に
、「
第
二
十
五
号
」
を
「
第

二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
次
長
の
項

ニ
中
「
こ
れ
ら
の
職
員
」
を
「
こ
れ
ら
の
者
」
に
、「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第

二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
各
課
長
の
項
第
一
号
ヘ
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
こ

れ
ら
の
者
の
」
を
加
え
、「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十

八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
項
第
一
号
ロ
中
「
こ
れ
ら
の
職
員
」
を
「
こ
れ

ら
の
者
」
に
、「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら

第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
表
各
所
長
の
項
第
一
号
ニ
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
者
の
」
を
加
え
、「
第
二
十

五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
病

院

局

〇
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
六
号

　

病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

　
　
　

病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

病
院
局
処
務
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
局
長
の
項
第
二
号
ト
、
次
長
の
項
第
二
号
ホ
、
各
課
長
の
項
第
一
号
チ
、
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の

項
第
一
号
ロ
及
び
病
院
長
の
項
第
一
号
ニ
並
び
に
別
表
第
三
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
病
院
の
院
長
の
項
第
十
二
号
ニ
中
「
第

（5）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 
（
裏
面
）

　
　
下
記
の
時
間
に
つ
い
て
，
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
取
り
消
し
ま
す
。

備
　
考

所
属
長
印

（
　
）
印

請
求
者
印

  時
間
数
 

部
分
休
業
の
承
認
の
請

求
を
取
り
消
し
た
時
間

日
付

午
　
 後

午
　
 前

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で



二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
七
号

　

病
院
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

　
　
　

病
院
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

病
院
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
号外第38号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

育
児
休
業
承
認
請
求
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
 

の
規
定
に
基
づ
き
， 

を

請
求
し
ま
す
。

第
２
条
第
１
項

第
３
条
第
１
項

育
児
休
業
の
承
認

育
児
休
業
期
間
の
延
長

氏
名

請
求
に
係
る
子

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

続
柄

□
　
育
児
休
業
の
承
認
　
　
　
　
　
□
　
育
児
休
業
期
間
の
延
長
 

請
求
の
内
容

□
　
再
度
の
育
児
休
業
の
承
認
　
　
□
　
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長

　
　
　
（
再
度
の
育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入
）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求
期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

既
に
育
児
休
業

を
し
た
期
間

備
考

（
任
命
権
者
記
入
欄
）

□
 承
認
　
□
 不
承
認

と
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

�
決
裁
欄

（
注
）
１
　
こ
の
請
求
書
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
生
年
月
日
及
び
請

求
者
と
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出

済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
等
）
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
，「
請
求
期
間
」
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と
し
，
｢請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記

入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
，
出
生
後
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

３
　
「
備
考
」
欄
に
は
，
請
求
に
係
る
子
以
外
に
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
場
合
（
当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の

日
か
ら
57日

間
に
，
職
員
（
当
該
期
間
内
に
労
働
基
準
法
（
昭
和
22年

法
律
第
49号

）
第
65条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
し
な
か
っ
た
職
員
を
除
く
。）
が
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
い

て
は
そ
の
氏
名
，
生
年
月
日
及
び
請
求
者
と
の
続
柄
，
請
求
に
係
る
子
が
養
子
の
場
合
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
効
力
が

生
じ
た
日
，
請
求
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
並
び

に
当
該
承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



（7）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 
様
式
第
１
号
の
２
（
第
３
条
の
２
関
係
）

育
児
休
業
等
計
画
書

 
提
出
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
病
院
局
事
業
管
理
者
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
 

の
規
定
に
基
づ
き
， 

の
承
認

を
請
求
す
る
予
定
で
す
の
で
，
育
児
休
業
等
の
計
画
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。

　
な
お
，
下
記
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
，
遅
滞
な
く
届
け
出
ま
す
。

第
３
条
第
４
号

第
1
1条
第
５
号

再
度
の
育
児
休
業

再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務

□
　
育
児
休
業
　
　
　
　
　
□
　
育
児
短
時
間
勤
務

請
求
の
別

請
求
に
係
る
子

 

 
年
　
　
月
　
　
日
生

生
年
月
日

子
の

氏
名

請
求
者
の
計
画

 

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求

期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

再
度
の
請
求
予
定
期
間

備
考

（
注
）
１
　
育
児
休
業
等
計
画
書
は
，
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
と
併
せ
て
（
変
更
の
届
出
の
場

合
は
，
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
後
遅
滞
な
く
）
提
出
す
る
こ
と
。

２
　
請
求
者
の
請
求
期
間
に
は
，
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
記
載
し
た
請
求
期
間
を
記

入
す
る
こ
と
。

３
　
子
の
出
生
前
に
提
出
す
る
場
合
は
，「
請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記
入
は
，
出
生
後
，
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

４
　
変
更
の
届
出
の
場
合
は
，
変
更
す
る
箇
所
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
13条

の
規
定
に
基
づ
き
， 

を
請
求
し

ま
す
。

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長

氏
名

請
求
に
係
る
子

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

続
柄

□
　
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
　
　
　
　
　
□
　
育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長
 

請
求
の
内
容

□
　
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
（
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
が
必
要
な
事
情
を
記
入
）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求
期
間

　
週
　
　
時
間
　
　
分
勤
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　□
 第
１
号
　
□
 第
２
号
　
□
 第
３
号

（
育
児
休
業
法
第
10条

第
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 の
勤
務
の
形
態
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　□
 第
４
号
　
□
 第
５
号
　

勤
務
の
形
態

月
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）　
　
火
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

水
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）　
　
木
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

金
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

勤
務
の
日

及
び

時
間

帯
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

既
に
育
児

短
時
間
勤
務

を
し
た
期
間

備
考

（
任
命
権
者
記
入
欄
）

□
 承
認
　
□
 不
承
認

と
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

�
決
裁
欄

（
注
）
１
　
こ
の
請
求
書
（
育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
生
年
月
日

及
び
請
求
者
と
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出

生
届
出
済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
等
）
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
，「
請
求
期
間
」
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と
し
，
｢請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記

入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
，
出
生
後
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

３
　
「
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
」
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
日
に
勤
務
を
希
望
す
る
場
合
等
当
該
欄
に
よ
り
難
い
場
合
に

は
，「
備
考
」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
　
「
備
考
」
欄
に
は
，
請
求
に
係
る
子
以
外
に
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
氏
名
，
生
年
月

日
及
び
請
求
者
と
の
続
柄
，
請
求
に
係
る
子
が
養
子
の
場
合
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
，
請
求
に
係
る

子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
並
び
に
当
該
承
認
に

係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



号外第38号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）
（
裏
面
）

　
　
下
記
の
時
間
に
つ
い
て
，
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
取
り
消
し
ま
す
。

備
　
考

所
属
長
印

（
　
）
印

請
求
者
印

  時
間
数
 

部
分
休
業
の
承
認
の
請

求
を
取
り
消
し
た
時
間

日
付

午
　
 後

午
　
 前

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

様
式
第
３
号
（
第
６
条
関
係
）

部
分
休
業
承
認
請
求
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
病
院
局
事
業
管
理
者
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
病
院
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
部
分
休
業
の
承
認
を
請
求
し
ま

す
。

氏
名

請
求
に
係
る
子

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

続
柄

時
　
　
　
　
　
間

期
　
　
　
　
　
　
　
　
間

請
求
期
間

　及
び
時
間

午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

午
後
　
時
　
分
～
　
時
　
分

　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
□
毎
　
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
　
□
そ
の
他
（
 
）

午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

午
後
　
時
　
分
～
　
時
　
分

　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
□
毎
　
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
　
□
そ
の
他
（
 
）

備
考

（
任
命
権
者
記
入
欄
）

□
 承
認
　
□
 不
承
認

と
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

�
決
裁
欄

（
注
）
１
　
こ
の
請
求
書
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
生
年
月
日
及
び
請
求
者
と
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産

師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明

書
等
）
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
取
り
消
す
場
合
は
，
そ
の
旨
を
裏
面
に
記
入
す
る
こ
と
。

３
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
配
偶
者
が
養
育
で
き
る
こ
と
と

　

様
式
第
四
号
中
「

職

」
を
「職

名

」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た

。　
　
　
　
　
　
　

な
っ
た

。

　
　
　
　
　

を
「
□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た

。

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
議

会

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号

　

宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
議
会
議
長　
　

畠　
　

山　
　

和　
　

純　
　
　

　
　
　

宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
九
号
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八

号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
六
号
及
び
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
二
号
」

を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
」
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

第
七
条
の
二
第
三
号
、
第
八
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十

六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
七
項
第
一
号
中
「
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
一
号
」
を

「
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
二
号
」
を
「
第
三
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　
　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

　

第
六
条
中
「
第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
五
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
後
段
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（9）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 



号外第38号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

育
　
児
　
休
　
業
　
承
　
認
　
請
　
求
　
書

（
注
）
�
　
こ
の
請
求
書
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書

類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
，

官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
な
ど
の
い
ず
れ
か
）
を
添
付
す
る
こ
と
（
写
し
で
も
可
）。

�
　
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
，「
請
求
期
間
」
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と
し
，「
請
求

に
係
る
子
」
欄
の
記
入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
，
出
生
後
，
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

�
　
　
備
考
欄
に
は
，
�
請
求
に
係
る
子
以
外
の
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
場
合
（
当
該
請
求

に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
57日

間
に
，
職
員
（
当
該
期
間
内
に
労
働
基
準
法
（
昭
和
22年

法
律
第

49号
）
第
65条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
職
員
を
除
く
。）
が
当
該
請
求
に
係
る
子

に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場
合
を
除
く
。）
に
は
そ
の
氏
名
，
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生

年
月
日
，
�
請
求
に
係
る
子
が
養
子
の
場
合
に
お
い
て
は
，
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
，
�
請

求
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨

並
び
に
当
該
承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ

と
。

�
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

（
県
教
委
記
入
欄
）

□
　
承
認
　
　
□
　
不
承
認

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

印
決
裁
欄

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
請
求
者
　
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
属
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
）

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
（
職
員
番
号
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
と
お
り
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
し
ま
す
。

氏
名

請
求
に
係
る
子
続

柄

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

□
　
育
児
休
業
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
育
児
休
業
期
間
の
延
長
 

□
　
再
度
の
育
児
休
業
　
　
　
　
　
□
　
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長

（
再
度
の
育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入
）

請
求
の
内
容

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求
期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

既
に
育
児

休
業
を
し
た

期
間
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

備
考

様
式
第
１
号
の
２
（
第
３
条
の
２
，
第
９
条
関
係
）

育
　
児
　
休
　
業
　
等
　
計
　
画
　
書

 
提
出
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
請
求
者
　
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
属
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
）

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
（
職
員
番
号
　
　
　
　
　
　
）

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
４
号
（
第
11条

第
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
，
再
度
の
育
児

休
業
（
育
児
短
時
間
勤
務
）
の
承
認
を
請
求
す
る
予
定
で
す
の
で
，
育
児
休
業
等
の
計
画
に
つ
い
て
下
記
の
と

お
り
提
出
し
ま
す
。

　
な
お
，
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
，
遅
滞
な
く
届
け
出
ま
す
。

□
　
育
児
休
業
　
　
　
　
　
□
　
育
児
短
時
間
勤
務

請
求

の
別

請
求
に
係
る
子

 

 
年
　
　
月
　
　
日
生

生
年
月
日

子
の

氏
名

請
求
者
の
計
画

 

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求

期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

再
度
の
請
求
予
定
期
間

備
考

（
注
）
１
　
育
児
休
業
等
計
画
書
は
，
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
と
併
せ
て
（
変
更
の
届
出
の
場

合
は
，
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
後
遅
滞
な
く
）
提
出
す
る
こ
と
。

２
　
請
求
者
の
請
求
期
間
は
，
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
記
載
し
た
請
求
期
間
を
記
入

す
る
こ
と
。

３
　
子
の
出
生
前
に
提
出
す
る
場
合
は
，「
請
求
に
係
る
子
」
欄
の
記
入
は
，
出
生
後
，
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

４
　
変
更
の
届
出
の
場
合
は
，
変
更
す
る
箇
所
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
配
偶
者
が
養
育
で
き
る
こ
と
と

　

様
式
第
三
号
中
「

職

」
を
「職

名

」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た

　
　
　
　
　
　
　

な
っ
た

　
　
　
　

を
「
□　

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

」

　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（11）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 

様
式
第
４
号
（
第
８
条
関
係
）育
　
児
　
短
　
時
　
間
　
勤
　
務
　
承
　
認
　
請
　
求
　
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
請
求
者
　
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
属
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
）

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
（
職
員
番
号
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
と
お
り
 

を
請
求
し
ま
す
。

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長

氏
名

請
求
に
係
る
子
続

柄
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

□
　
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
　
　
　
　
　
□
　
育
児
短
時
間
勤
務
期
間
の
延
長
 

請
求
の
内
容

□
　
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
（
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
が
必
要
な
事
情
を
記
入
）

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

請
求
期
間

　
週
　
　
時
間
　
　
分
勤
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　□
 第
１
号
　
□
 第
２
号
　
□
 第
３
号

（
育
児
休
業
法
第
10条
第
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 の
勤
務
の
形
態
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　□
 第
４
号
　
□
 第
５
号
　

勤
務
の
形
態

月
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）　
　
火
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

水
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）　
　
木
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

金
（
　
　
：
　
　
～
　
　
：
　
　
）

勤
務
の
日

及
び

時
間

帯
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

既
に
育
児

短
時
間
勤
務

を
し
た
期
間

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

備
考

（
注
）
�
　
こ
の
請
求
書
（
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
は
，
請
求
に
係
る
子

の
氏
名
，
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出

生
(産
)証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
，
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明

書
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
（
写
し
で
も
可
）。

�
　
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
，「
請
求
期
間
」
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と
し
，「
 請
求

に
係
る
子
」
欄
の
記
入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
，
出
生
後
，
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

�
　
「
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
」
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
日
に
勤
務
を
希
望
す
る
場
合
等
当
該
欄
に

よ
り
難
い
場
合
に
は
，「
備
考
」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
「
備
考
」
欄
に
は
，
�
請
求
に
係
る
子
以
外
に
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
場
合
に
お
い
て

は
，
そ
の
氏
名
，
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
，
�
請
求
に
係
る
子
が
養
子
の
場
合
に
お
い
て

は
，
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
，
�
請
求
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
，
そ
の
旨
並
び
に
当
該
承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当

該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

（
県
教
委
記
入
欄
）

□
　
承
認
　
　
□
　
不
承
認

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

印
決
裁
欄
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様
式
第
５
号
（
表
面
）（
第
13条

関
係
）

部
　
分
　
休
　
業
　
承
　
認
　
請
　
求
　
書

 
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

 
（
所
属
長
経
由
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
請
求
者
　
所
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
属
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
）

 
職
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
（
職
員
番
号
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
と
お
り
部
分
休
業
の
承
認
を
請
求
し
ま
す
。

氏
名

請
求

に

係
る

子
続

柄

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

生
年
月
日

時
　
　
　
　
　
間

期
　
　
　
　
　
　
　
　
間

請
求
期
間

及
び
時
間

午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

午
後
　
時
　
分
～
　
時
　
分

□
　
毎
日

□
　
そ
の
他
（
 

）

　
　
年
　
　月
　
　日
か
ら

　
　
年
　
　月
　
　日
ま
で

午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

午
後
　
時
　
分
～
　
時
　
分

□
　
毎
日

□
　
そ
の
他
（
 

）

　
　
年
　
　月
　
　日
か
ら

　
　
年
　
　月
　
　日
ま
で

備
考

（
注
）
�
　
こ
の
請
求
書
に
は
，
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
，
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書

類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
，
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
，

官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
な
ど
の
い
ず
れ
か
）
を
添
付
す
る
こ
と
（
写
し
で
も
可
）。

�
　
部
分
休
業
の
承
認
が
，
職
員
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
，
そ
の
旨
を
裏
面
に

記
入
す
る
こ
と
。

�
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

□
　
承
認
　
　
□
　
不
承
認

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

決
裁
年
月
日

職氏
名
 

印
決
裁
欄

様
式
第
５
号
（
裏
面
）（
第
13条

関
係
）

備
　
考

所
属
長
印

請
求
者
印

時
 間
 数
 

休
業
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
時
間

日
付

午
　
 後

午
　
 前

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

 
時
間

 
分

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で

　
時
　
分
か
ら

　
時
　
分
ま
で



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
一
の
項
三
号
中
「　

」
を
「　

」
に
改
め
、
同
項
八
号
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六

12

16

号
」
に
、「
第
二
十
七
号
」
を
「
第
二
十
八
号
」
に
、「
第
二
十
九
号
」
を
「
第
三
十
号
」
に
、「
第
三
十
号
」
を
「
第

三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
十
五
号
を
同
項
十
六
号
と
し
、
同
項
十
号
か
ら
同
項
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
二
の
項
二
号
中
「
第
二
十
六
号
、
第
三
十
号
」
を
「
第
二
十
七
号
、
第
三
十
一
号
」
に
、「
第

三
十
二
号
」
を
「
第
三
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
三
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
五
号
中
「
職
務

に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九－

一
号
。
以
下
「
職
専
免

規
則
」
と
い
う
。）」
を
「
職
専
免
規
則
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
一
の
項
七
号
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
」
を
「
第
二
十

八
号
」
に
、「
第
二
十
九
号
」
を
「
第
三
十
号
」
に
、「
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
一
号
」
に
、「
第
二
十
六
号
」
を
「
第

二
十
七
号
」
に
、「
第
三
十
二
号
」
を
「
第
三
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
八
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、

「
及
び
第
三
号
」
を
削
り
、
同
項
十
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
七
号
（
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
並

び
に
」
を
加
え
、
同
項
十
六
号
中
「　

」
を
「　

」
に
改
め
る
。

14

15

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五－

二
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
八
号
か
ら
第
二

十
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）
の
あ
る
職
員
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
場
合

　

第
八
条
の
二
を
削
る
。

　

第
八
条
の
三
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
育
児
を
行
う

職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
の
請
求
手
続
等
）」
を
付
し
、
第
八
条
の
四
を
第
八
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

第
八
条
の
四　

条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
そ
の
子
（
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ

り
育
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
出
迎
え
る
た
め
赴
く
職
員
と
す
る
。

 　

第
八
条
の
五
中
「
前
二
条
（
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
三
（
同
条
第
一
項
第
三
号
」

に
、「
要
介
護
者
を
」
を
「
条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
」
に
、「
前

条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
十
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
十
条
の
三
第
四
項
」
に
、「
要
介
護
者
を
」
を
「
条
例
第
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、「
な
ら
な
い
」
を
「
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期

間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
条
例
第
十
条
の
三
第

二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、「
同
項
」
を
「
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第

十
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
十
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
中

第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加

（13）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 

　
　

本
庁
に
勤
務
す
る
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城

10
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九－

一
号
。
以
下
「
職
専
免
規
則
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
七
号
（
教
育
長

が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
の
承
認

　
�
　

課
長

　
�
　

課
長
以
外
の
所
属
職
員

教
育
次
長

課　
　

長



え
、「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
」
の
下
に
「
、
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
」
を
加
え
る
。

　

第
十
六
条
中
「
及
び
第
四
号
」
を
削
り
、「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

五
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
三
第
三
項
」

と
、「
第
十
四
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な

ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
」
を
加
え
、「
、

「
次
の
」
を
「「
次
の
」
に
改
め
、「
第
二
号
」」
の
下
に
「
と
、「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
条
の
三
第
三

項
」」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
八
号
中
「
保
護
す
る
乳
幼
児
が
、
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
健
康
診
査
」
を
「
小
学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
、
健
康
診
断
」
に
改
め
、「
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
基

づ
く
」
を
削
り
、
同
項
第
十
九
号
中
「（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
号

中
「
五
日
」
の
下
に
「（
そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）」

を
加
え
、
同
項
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一　

職
員
が
次
に
掲
げ
る
要
介
護
者
の
介
護
等
を
す
る
場
合　

一
暦
年
五
日
（
要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
以
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

イ　

要
介
護
者
の
介
護

ロ　

要
介
護
者
の
通
院
等
の
付
添
い
、
要
介
護
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
の
代

行
そ
の
他
の
要
介
護
者
の
必
要
な
世
話

　

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
」
を
「
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六－

二
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
第
二
十
条
第
一
項
第
十
八
号
か
ら
第
二
十

号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）
の
あ
る
学
校
職
員
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
場
合

　

第
六
条
の
二
を
削
る
。

　

第
六
条
の
三
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
育
児
を
行
う

学
校
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
の
請
求
手
続
等
）」
を
付
し
、
第
六
条
の
四
を
第
六
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
四　

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
そ
の
子
（
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ

り
育
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
出
迎
え
る
た
め
赴
く
学
校
職
員
と
す
る
。

　

第
六
条
の
五
中
「
前
二
条
（
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
六
条
の
二
及
び
第
六
条
の
三
（
同
条
第
一
項
第
三
号
」

に
、「
要
介
護
者
を
」
を
「
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
」
に
、「
前

条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
第
八
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
八
条
の
三
第
四
項
」
に
、「
要
介
護
者
を
」
を
「
条
例
第
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、「
な
ら
な
い
」
を
「
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期

間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
条
例
第
八
条
の
三
第

二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、「
同
項
」
を
「
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第

八
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
八
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
中

第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加

え
、「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
」
の
下
に
「
、
条
例
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
中
「
及
び
第
四
号
」
を
削
り
、「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

五
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
八
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
の
三
第
三
項
」

と
、「
第
十
二
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な

ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
」
を
、「
第
二
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号
」」
の
下
に
「
と
、「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
条
の
三
第
三
項
」」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
第
十
八
号
中
「
保
護
す
る
乳
幼
児
が
、
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
健
康
診
査
」
を
「
小
学
校
就
学
の

始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
、
健
康
診
断
」
に
改
め
、「
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
基
づ

く
」
を
削
り
、
同
項
第
十
九
号
中
「（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
号
中

「
五
日
」
の
下
に
「（
そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）」
を

加
え
、
同
項
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一　

学
校
職
員
が
次
に
掲
げ
る
要
介
護
者
の
介
護
等
を
す
る
場
合　

一
暦
年
五
日
（
要
介
護
者
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
以
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

イ　

要
介
護
者
の
介
護

ロ　

要
介
護
者
の
通
院
等
の
付
添
い
、
要
介
護
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
の
代

行
そ
の
他
の
要
介
護
者
の
必
要
な
世
話

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
」
を
「
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七－

十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
削
る
。

　

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
号
ト
中�
を�
と
し
、�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
　

人
事
委
員
会
が
定
め
る
公
共
的
機
関
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
る
休
職
の
期
間
の
う
ち
人
事
委
員
会

が
定
め
る
期
間

　

第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
に
係
る
勤

務
し
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
）」
を
付
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

　
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
五
条
第
二
種
の
項
第
二
号
中
「
十
四
都
道
府
県
人
事
委
員
会
協
議
会
関
係
」
を
「
十
五
都
道
府
県
人
事
委
員
会

協
議
会
関
係
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
各
課
長
の
項
第
一
号
ト
及
び
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
項
第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二

十
六
号
」
に
、「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
三
条
第
二
号
及
び
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同�

を
同�
と
し
、
同�
中
「
人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
以
下
「
規
則
八－

七
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
号
ト�
」
を

「
規
則
八－

七
第
二
条
第
一
号
ト�
」
に
改
め
、
同�
を
同�
と
し
、
同�
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
以
下
「
規
則
八－

七
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
号
ト�
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会

が
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

 
監
査
委
員

（15）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第38号　　 



〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

遊　
　

佐　
　

勘
左
衛
門　
　
　

　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
項
、
第
四
条
並
び
に
第
六
条
」
を
「
第
十
一
項
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
」
に
改
め
、

「（
秘
書
課
長
の
専
決
事
項
の
項
を
除
く
。）」
を
削
り
、「「
局
長
」
と
」
の
下
に
「
、「
各
次
長
」
と
あ
る
の
は
「
次
長
」

と
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
、「
第
二
十
三
号
」

を
「
第
二
十
四
号
」
に
、「
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
」
を
「
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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